
○ 建築物に関する建築確認申請手数料
      床面積の合計
   0〜30㎡以内
   30㎡超〜100㎡以内
   100㎡超〜200㎡以内
   200㎡超〜500㎡以内

○ 建築物に関する中間検査申請手数料
      床面積の合計
   0〜30㎡以内
   30㎡超〜100㎡以内
   100㎡超〜200㎡以内
   200㎡超〜500㎡以内

○ 建築物に関する完了検査申請手数料

（中間検査なし） （中間検査済）
   0〜30㎡以内 19,000 18,000
   30㎡超〜100㎡以内 23,000 22,000
   100㎡超〜200㎡以内 30,000 29,000
   200㎡超〜500㎡以内 38,000 37,000

○ 建築設備に関する建築確認申請手数料
 1の建築設備あたり
 （4号建築物に設ける場合を除く）
  エレベーター  小荷物専用昇降機

○ 建築設備に関する完了検査申請手数料
 1の建築設備あたり
 （4号建築物に設ける場合を除く）
  エレベーター  小荷物専用昇降機

   手数料の額 （円） 非課税

18,000

   手数料の額 （円） 非課税

26,000

22,000
29,000
37,000

      床面積の合計
   手数料の額 （円） 非課税

37,000
・同一棟増築の場合は、確認申請（計画変更確認申請を除く）に限り、増築部分の床面積に既存部分の床面積の
 1/2を加算して手数料を算定します
・計画変更は、変更内容に応じて手数料を算定しますので別途ご相談ください

   手数料の額 （円） 非課税
18,000

      建築確認検査手数料改定のお知らせ

   手数料の額 （円） 非課税
12,000
19,000
27,000

日頃より当機構の建築確認検査業務につきまして、ご利用を賜り誠にありがとうございます。
近年の諸物価上昇等による経費増に対応するため、令和６年５月１日申請受付分から建築確認検
査業務手数料を１件あたり概ね２,０００円増額させていただきたく存じます。

今後も適正、迅速、丁寧なサービスをご提供していく所存でございますので、引き続き当機構
をご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

（公財）佐賀県建設技術支援機構 建築確認事務所

令和６年３月


